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当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 22 年５月 24 日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除く｡）に対

し、報酬としてストックオプションを目的とした新株予約権を付与することの承認を求める議案

を、平成 22 年６月 29 日開催予定の第 105 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

 

 

1. 取締役に対し新株予約権を発行する理由等 

 

当社の取締役に対して、今まで以上に株主重視の経営に意識を向け、会社業績の向上に対する

意欲や士気を高めることにより、当社グループの企業価値を向上させることを目的として、スト

ックオプションとして新株予約権を発行するものであります。また、ストックオプションとして

の報酬額及び具体的内容は当社における取締役の業務執行の状況・貢献度を基準にして定めたも

のであります。 

当社は、上記事情に鑑み、当該ストックオプションとしての新株予約権の具体的内容は相当な

ものであると考えております。 

 

2. 新株予約権の内容 

 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式85,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する 

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。 

なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他株式数の調整をすることが適

切な場合は、合理的な範囲で株式数を調整することができるものとする。 

（２）新株予約権の総数 

850 個を各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日に発行する新株予約権の上

限とする。なお、新株予約権 1個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）

は 100 株とする（ただし、（１）に定める株式の数の調整を行った場合、付与株式数について

も同様の調整を行うものとする。）。 

（３）新株予約権の払込金額 

新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しない。 

 



（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受け

ることができる株式 1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に当該新株予約権に

係る付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）に

1.025 を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げる。）とする。 

なお、当社が当社株式につき、株式の分割または株式の併合を行う場合、その他行使価額の

調整を必要とすることが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるも

のとする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から当該決議の日後 6年間を経 

過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。 

（６）新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社 

の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他 

これに準ずる地位にあることを要する。 

②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

③その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において 

定める。 

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 

（８）その他の新株予約権の内容 

新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会 

において定める。 

 

 

※ 上記の内容については、平成 22 年６月 29 日開催予定の第 105 回定時株主総会において「取 

締役に対するストックオプションとしての報酬額及び内容決定の件」が承認可決されることを 

条件といたします。 

 

【ご参考】 

当社の関係会社の取締役ならびに当社の従業員の一部に対しても上記と同内容のストックオ 

プションとしての新株予約権を取締役会の決議により割当てる予定であります。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 


